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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特に家具のための、扉（２ａ、２ｂ）を面一の閉状態にスライドさせる装置（１）であ
って、各前記扉（２ａ、２ｂ）に接続するための、第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）が
下方領域で結合されたブラケットシステム（３）を備える前記装置（１）は、
　前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）が、第１のガイド（１１）の頭部（１７ａ）と
スライド可能に係合され、第２のガイド（２０）の頭部（１７ｂ）とスライド可能に係合
されている第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）を備え、前記ガイドは、スライド方向と直
交する断面がＴ字状であり、前記家具を上方から見た平面視で円弧状の頭部と、前記家具
の前記上面（８）から突出している軸部（１６ａ、１６ｂ）と、を有し、
第３の対の車輪（１９ａ、１９ｂ）が前記ブラケットシステム（３）と結合され、前記第
１および第２の対の車輪（１０ａ、１０ｂ、１８ａ、１８ｂ）と類似しており、前記第１
のガイド（１１）とスライド可能に係合されており、少なくとも一つの前記扉（２ａ、２
ｂ）の閉鎖位置を強制するように構成されている手段が前記第３の対の車輪（１９ａ、１
９ｂ）と結合され、
前記第３の対の車輪（１９ａ、１９ｂ）は、前記家具の前記上面（８）と結合された前記
台板（８ａ）に使用時に向けられた前記平板（４）の前記表面に、前記家具の前縁部（１
３）に隣接する前記平板（４）の前記長手方向前縁部（４ｄ）に隣接して、前記平板（４
）の隣接する前記第２の外縁部（４ｃ）側の領域に配置されており、
　前記第３の対の車輪（１９ａ、１９ｂ）は、前記上面（８）と平行な同じ面上に配置さ
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れ、
　前記頭部（１７ｂ）は、前記車輪間に置かれ、少なくとも一つの前記扉の閉鎖位置を強
制するように構成された手段に回転可能に接続された前記第３の対の車輪（１９ａ、１９
ｂ）の前記溝間にスライド可能に固定され、
前記手段は、Ｖ字状のリンク機構（２６）によって構成され、その第１の端部（２３ａ）
は、前記第３の対の車輪（１９ａ、１９ｂ）に枢着され、その頂点は、前記第２の対の車
輪（１９ａ、１９ｂ）側にあって前記平板（４）に枢着されており、
　前記リンク機構（２６）の前記第２の端部（２３ｂ）は、その他端が前記平板（４）に
結合されたスプリング（２４）等の弾性的に伸長可能な要素と係合され、前記スプリング
（２４）は、前記扉が閉状態で開放される
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記ブラケットシステムは、平面視で長方形であり、２つのＬ字型接合部（５ａ、５ｂ
）がその長手側に結合されている平板（４）から構成されており、前記接合部の前記翼部
はそれぞれ、前記平板（４）と、各前記扉（２ａ、２ｂ）の前記内側面（６）にそれらの
上端部（７）で接続されており、
　前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）は、前記家具の前記上面（８）に使用時に向け
られる前記平板（４）の表面に、前記平板（４）の前記第１の外縁部（４ａ）の中央領域
に隣接して、第１の筒状スペーサまたはハブ（９）を介して回転可能に結合されており、
これら前記車輪は、アイドル状態であって前記上面（８）と平行な同一面上に配置され、
固定または予め調整可能な選択空間によって相互に離間した状態で保持され、前記第１の
対の車輪（１０ａ、１０ｂ）の前記回転式相互接続は、前記第１の筒状スペーサまたはハ
ブ（９）を中心に下方領域で回動し、その端部で前記車輪が同様に回動してアイドル状態
であるアーム（９ａ）によって得られる
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）は、前記家具の前記上面（８）と一体的に接続
された前記台板（８ａ）から突出する第１のガイド（１１）にスライド可能に係合され、
前記第１のガイド（１１）は、前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）の溝の間の空間に
介在され、前記第１のガイド（１１）は、直線状であって前記家具の前縁部（１３）に略
平行な第１の部分（１２）と、前記家具の前記後縁部（１５）に向かって傾斜しており、
その端部が前記家具の前記側縁部に隣接している２つの第２の部分（１４ａ、１４ｂ）と
、を画定するように平面視においてＵ字状である
ことを特徴とする請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第２の部分（１４ａ、１４ｂ）の傾きは、前記第１のガイド（１１）の前記端部（
１５）の前記家具の前記前縁部（１３）からの距離が前記扉（２ａ、２ｂ）と閉状態で前
記家具の前記前縁部（１３）に隣接して配置できるようにするものである
ことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のガイド（１１）は、前記家具と結合されると共に、前記家具の前記前縁部（
１３）と略平行に配置された前記台板（８ａ）から突出する軸部（１６ａ）を画定すると
共に、前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）の溝の間にスライド可能に固定された頭部
（１７ａ）を画定するようなＴ字形断面である
ことを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の装置。
【請求項６】
　第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）と第３の対の車輪（１９ａ、１９ｂ）が前記ブラケ
ットシステム（３）に結合されており、
　前記第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）は、前記第１の対の車輪（１０ａ、１０ｂ）と
類似しており、第２の筒状スペーサまたはハブ（９ｃ）を中心に下方領域で回動するアー
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ム（９ｂ）によって回転自在に相互接続されており、
　前記第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）は、前記家具の前記上面（８）に結合された前
記台板（８ａ）に使用時に向けられた前記平板（４）の表面に、前記平板（４）の長手方
向後縁部（４ｂ）に隣接して、前記長手方向後縁部（４ｂ）と前記第２の外縁部（４ｃ）
の間をつなぐ前記平板（４）の角領域に配置されている
ことを特徴とする請求項１から５の何れか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）は、前記第１のガイド（１１）と類似の形状を
しているが、長さが短い第２のガイド（２０）にスライド可能に結合されており、
　前記第２のガイド（２０）は、前記第１のガイド（１１）と平行に配置され、前記家具
の前記前縁部（１３）と反対側に配置され、
　前記第２のガイド（２１）はまた、前記家具の前記上面（８）と結合された前記台板（
８ａ）から突出し、前記家具の前記前縁部（１３）と略平行に配置されている前記軸部（
１６ｂ）と、前記第２の対の車輪（１８ａ、１８ｂ）の溝の間にスライド可能に固定され
る頭部（１７ｂ）と、を画定するようにＴ字形断面を有する
ことを特徴とする請求項１から６の何れか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２のガイド（２０）は、前記家具の前縁部（１３）と略平行である第３の直線部
（２１）と、円弧状であって前記家具の前記後縁部（１５）に向けられた前記第２の部分
（１４ａ、１４ｂ）より短い２つの第４の部分（２２ａ、２２ｂ）と、を画定するように
平面視でＵ字形であり、
　前記第４の部分（２２ａ、２２ｂ）の傾きは、扉が閉状態で前記平板（４）自体が水平
に、したがって、前記家具の前記上面（８）と直交方句に公差する中心軸に対して略鏡面
対称である前記第１および第２のガイド（１１、２０）に平行になるように並んでいる
ことを特徴とする請求項１から７の何れか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記リンク機構（２６）の前記頂点と前記第２の端部（２３ｂ）の間には、前記スプリ
ング（２４）と同じ方向に沿う少なくとも一つの一方向性ブレーキまたはアクチュエータ
（２５）が係合され、その機能は、面一状態に再配置する間の前記扉の動きを遅くし、突
然の閉鎖動作を抑制するように扉の閉鎖時のみ働く
ことを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、特に家具等のための、扉を面一の閉状態にスライドさせる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、通常のヒンジ式ドアの代替として、ワードローブや一般的な家具、並びにド
アや窓枠にも、またはその開放位置で省スペースを必要とする閉鎖要素の他の用途にも適
用可能であるスライドドア方式が知られている。
【０００３】
　一般に、これらのタイプのドアは、複数の扉から構成されており、各扉は、レールによ
り案内される回転手段を備えたブラケットを有し、該レールは、上側ガイドおよび下側ガ
イドにより構成され、それぞれ閉鎖される空間の床および天井に適用され、一方の扉のレ
ールは、他方の扉のレールに隣接して平行である。
【０００４】
　そのため、このタイプのドアにおいて扉のスライドは、平行な隣接する平面上で生じ、
一方の扉の端部が他方の扉の端部と位置合わせまたは部分的に重なることによって、閉鎖
される空間の端部またはわき柱に両方の扉の互いに反対の端部が対向した状態で空間の閉
鎖を達成する。
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【０００５】
　特に、美観が非常に重要であると考えられる家具において、閉鎖時に平行かつ近接して
いるが、２つの異なる平面上に配置されて見えるスライドドアの美的品質は、閉鎖時に２
つの扉の面一性を提供する一方で、開放時にそれらの重複を確実にする解決方法を探求す
るための当該分野の技術をもたらした。
【０００６】
　この確立された技術によれば、多かれ少なかれ複雑な異なる装置を備えるが、閉鎖時に
扉の面一性は得られ、各扉について、各平行レールに沿った引っ張り工程と、その並進運
動のための隣接する底レールへの押し出し工程とを含み、その他端は扉が並んで動く他の
扉を既に支持して案内している。
【０００７】
　面一性を実現するために、適したブラケットおよび各スライド要素によって、各扉に一
対のスライドガイドが設けられた引っ張り装置を使用するこのような特許文献１のイタリ
ア国特許が知られている。このようなガイドの対はそれぞれ、直線状の前方ガイドと湾曲
した端部を有する第２の後方ガイドとを含んでいる。一方で、移動される扉の単純な並進
運動によって、類似する扉の類似するスライド要素の並進運動を可能にするように、第１
のガイドには、直角に分岐し、第２のガイドに向けられた部分が設けられている。
【０００８】
　しかしながら、上述の特許によって提案された、比較的構造が単純なスライドドアの解
決方法は、その構造と組立が複雑であると共に、支持構造と扉の並進運動にある程度の負
荷があるものであった。
【０００９】
　特に、ブラケットシステムおよび下側軌道敷の負荷は、これらのスライドドアが適用さ
れた家具の一部を使用できなくしてしまうことが知られている。
【００１０】
　引用された公知の技術に起因する問題点を部分的に解決する方法が特許文献２から知ら
れており、これには、特に２つの扉を備え、高さが低く、扉の面一な閉鎖と重複した開放
を有するタイプの、家具と類似の家具要素のためのスライドドアのための解決方法が説明
されている。
【００１１】
　このような解決方法において、各スライド可能なドアの支持や並進運動は、外側縁部に
配置された対応するブラケットによって提供され、各ブラケットは、扉に交差する方向に
スライド可能な一対のトロリに結合されている。なぜなら、これらは、閉鎖された区画の
縁部に沿って縦方向に順にスライドすることができる各トロリによって支持され、案内さ
れるからである。
【００１２】
　開放時に２つの扉の一方を他方と重複するように案内すると共に、閉鎖時に同じ扉を他
方の固定扉と整列するように案内するように、トロリは、レールと他の抑制軌道によって
案内されると共に、スライドのための支持レールによって支持されて側面に配置されてい
る二つの長手方向のガイドまたはカムのいずれかに係合されているそのアイドルローラに
よって調整される。
【００１３】
　このような解決方法が上述の欠点を解決するとしても、それにはまだ、構造的に複雑で
ある二つのトロリの存在に起因する高コスト等の欠点がある。また、ガイド用の台板を形
成するためのアルミニウム形材の使用は、その寸法および重量が家具の外形寸法および重
量を増加させ、生産コストを増加させる原因となる。
【００１４】
　また、２つのトロリの使用は、摩擦と多方向への自由な動きの存在を決定し、これは扉
の動作とスライドの最適化を制限することがある。
【００１５】
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　最後に、多数の部品は、本解決方法の総原価を上昇させ、種々の保守作業のコストを増
加させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】イタリア国特許第１２０８１５２号明細書
【特許文献２】国際公開第２００４／０９０２７４号公報
【００１７】
　従って、本発明の目的は、閉鎖時にその扉の面一性を実現すると共に、２つの扉それぞ
れの単純な引っ張りによって家具の区画が開放された時に家具の両側でその重複を可能に
し、さらに、構造が単純で、保守が容易であり、少ない部品から成る、スライドドアに適
用される装置を提供することによって、上述の技術的課題を解決し、引用された公知技術
の欠点を解消することである。
【００１８】
　本目的内にある本発明の目的は、車輪を使用するが、扉の最適な支持と動作を可能とす
る装置を提供することであり、そのような動作は同時に安全かつ安定しており、そのため
、偶発的な分離の可能性を抑制する。
【００１９】
　本発明の別の目的は、重量と寸法を抑制し、したがって製造コストの低い装置を提供す
ることである。
【００２０】
　本発明の別の目的は、摩擦と多方向への自由な動きを抑制できるようにし、従って、扉
の動きとスライドを最適化することである。
【００２１】
　本目的とこれらおよび以下にさらに明らかになるであろう他の目的は、特に家具用の扉
を面一の閉状態にスライドさせる装置によって達成され、該装置は、前記扉の各々と接続
するための、第１の対の車輪が下方領域で結合されているブラケットシステムを備え、本
装置は、前記第１の対の車輪と共に、第１のガイドおよび第２のガイドそれぞれの頭部と
スライド可能に係合されている第２の対の車輪を備え、これらガイドは、Ｔ字状断面を有
し、平面視で円弧状であり、その軸部は、家具の上面から突出していることを特徴とする
。
【００２２】
　有利には、第１および第２の対の車輪と同様に、第３の対の車輪がブラケットシステム
に結合され、前記第１のガイドとスライド可能に係合されており、少なくとも一つの前記
扉の閉鎖位置を強制するように構成されている手段が第３の対の車輪と結合されている。
【００２３】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付図面に非限定的な例として示す特定の、しか
し排他的ではない実施形態の詳細な説明から一層明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本装置が適用された２つの扉を有する家具の左半分の第１の平面図である。
【図２】本装置が適用された２つの扉を有する家具の右半分の第２の平面図である。
【図３】本装置の第１の分解斜視図である。
【図４】本装置の第２の分解斜視図である。
【図５】本装置が適用された扉が閉状態である家具の一部を示す図である。
【図６】本装置が適用された扉が閉状態である家具の一部を示す図である。
【図７】扉を開き始めた状態である家具に適用された本発明を示す図である。
【図８】扉を完全に開いた状態である家具に適用された本発明を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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　図示の実施形態において、特定の実施例に関して示される個々の特性は、実際には、他
の実施形態に存在する他の異なる特性と置換することができる。
【００２６】
　また、留意すべきは、特許取得処理の間に公知となった事項は、請求されず、免責事項
の対象となるということである。
【００２７】
　上述の図面を参照する際、符号１は、通常、特に家具等のための扉２ａ、２ｂを面一の
閉状態にスライドさせる装置を示す。
【００２８】
　本装置は、好ましくは平面視で長方形である平板４からなり、該平板４には、その長手
方向側面の一方に一対のＬ字型の接合部５ａ、５ｂが結合され、その翼部は、平板４と各
扉２ａ、２ｂの内側面６とその上端部７でそれぞれ接続されている、各扉２ａ、２ｂと接
続するためのブラケットシステム３を備える。
【００２９】
　アイドル状態であって上面８と平行な同一面上に配置されると共に、固定または予め決
定可能な所望の空間を隔てて保持されている第１の対の車輪１０ａ、１０ｂが、家具の上
面８と使用時に対向する平板４の表面に、平板４の第１の外縁部４ａの中央領域に隣接し
て、有利には適した第１の筒状スペーサまたはハブ９を介在させることによって、回転可
能に結合されている。
【００３０】
　第１の対の車輪１０ａ、１０ｂの回転可能な相互接続は、例えば、第１の筒状スペーサ
またはハブ９を中央に下方領域で回動し、その端部で車輪が同様に回動されてアイドル状
態であるアーム９ａによって得られる。
【００３１】
　適したベアリングおよび／またはパッドが摩擦を低減するために設けられている。
【００３２】
　第１の対の車輪１０ａ、１０ｂは、家具の上面８と一体化されている台板８ａから突出
する第１のガイド１１にスライド可能に係合されており、従って、第１のガイド１１は、
第１の対の車輪１０ａ、１０ｂの間に画定された空間内に置かれている。
【００３３】
　第１のガイド１１は、直線状であり、家具の前縁部１３に略平行な第１の部分１２と、
家具の後縁部１５に向かって傾いており、その端部が家具の側縁部に隣接する２つの第２
の部分１４ａ、１４ｂと、を画定するように平面視でＵ字形である。
【００３４】
　第２の部分１４ａ、１４ｂの傾きは、家具の前縁部１３から第１のガイド１１の端部１
５までの距離が扉２ａ、２ｂを閉状態で、ちょうど家具の前縁部１３に配置できるように
するものである。
【００３５】
　傾斜部の長さは、平板４の半分の長さよりもわずかに短いことが好ましいが、これに限
定されるものではない。
【００３６】
　第１のガイド１１は、家具に結合された台板８ａから突出し、家具の前縁部１３と略平
行に配置された軸部１６ａと、第１の対の車輪１０ａ、１０ｂの溝の間でスライド可能に
固定された頭部１７ａと、を画定するようなＴ字形断面を有する。
【００３７】
　ブラケットシステム３には、第２の対の車輪１８ａ、１８ｂおよび第３の対の車輪１９
ａ、１９ｂが結合されている。第２の対の車輪１８ａ、１８ｂは、第１の対の車輪１０ａ
、１０ｂと類似している。
【００３８】
　第２の対の車輪１８ａ、１８ｂの回転可能な相互接続は、例えば、第２の筒状スペーサ
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またはハブ９ｃを中心に下方領域で回動し、その端部で車輪が同様に旋回してアイドル状
態であるアーム９ｂによって得られる。
【００３９】
　第２の対の車輪１８ａ、１８ｂは、家具の上面８と結合される台板８ａと使用時に対向
する平板４の表面に、平板４の長手方向後縁部４ｂに近接して、長手方向後縁部４ｂと第
２の外縁部４ｃをつなぐ平板４の角領域に配置されている。
【００４０】
　第２の対の車輪１８ａ、１８ｂは、第１のガイド１１と形状が似ているが、より短い第
２のガイド２０にスライド可能に係合されている。このような第２のガイド２０は、第１
のガイド１１と平行に配置され、家具の前縁部１３と反対側に配置されている。
【００４１】
　また、第２のガイド２０は、家具の上面８と結合され、家具の前縁部１３と略平行に配
置された台板８ａから突出する軸部１６ｂと、第２の対の車輪１８ａ、１８ｂの溝の間に
スライド可能に固定されている頭部１７ｂと、を画定するようなＴ字形断面である。
【００４２】
　第１および第２のガイドの間の距離は、開状態で、扉が家具の前縁部１３から変位する
所望の動きを行うことができるようなものである。
【００４３】
　特に、第２のガイドのより短い長さは、平板４の長さの約２倍に等しいことが好ましい
が、これに限定されるものではなく、また、この第２のガイド２０は、直線状であり、家
具の前縁部１３と略平行である第３の部分２１と、円弧状であって家具の後縁部１５に向
けられ、第２の部分１４ａ、１４ｂより短い２つの第４の部分２２ａ、２２ｂとを画定す
るように、平面視でＵ字形である。
【００４４】
　第４の部分２２ａ、２２ｂの傾きは、扉が閉状態の場合、平板４が水平に配置され、従
って第１および第２のガイド１１、２０に平行となるようなものである。
【００４５】
　第１および第２のガイド１１、２０は、家具の上面８を横断する中心軸線に対して略鏡
面状に配置されている。
【００４６】
　扉を閉じた面一の状態から始めて、その開放を達成するためにドアの一方に課せられる
動作は、家具の前縁部１３に向かう平板４の初期の移動を含んでいる。特に、第２のガイ
ド２０の形状は、頭部１７ａ、１７ｂにスライド可能に係合することで扉を支持する第２
の対の車輪１８ａ、１８ｂが平板したがって扉を家具から外側に移動させることを確実に
する。
【００４７】
　この移動は、第４の部分２２ａ、２２ｂの形状によって即座に増強される。
【００４８】
　第１のガイド１１の第２の部分１４ａ、１４ｂが第２のガイド２０の第４の部分に対し
て異なる傾斜によって、第１の開放工程において、第１および第２の対の車輪１８ａ、１
８ｂ、１９ａおよび１９ｂが第１および第２のガイド１１と２０の第１および第３の部分
１２、２１上に配置された際に、それが水平状態となるまで平板４したがって扉が初期の
傾斜位置に強制される。
【００４９】
　第３の対の車輪１９ａ、１９ｂは、家具の上面８と結合される台板８ａと使用時に対向
する平板４の表面に、家具の前縁部１３に隣接する平板４の長手方向前縁部４ｄに近接し
て、平板４の隣接する第２の外縁部４ｃと対向する領域に配置されている。
【００５０】
　また、第３の対の車輪１９ａ、１９ｂは、上面８に対して同一面上で平行に配置され、
車輪間に置かれた頭部１７ｂは、有利には、第３の対の車輪１９ａ、１９ｂの溝の間にス
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【００５１】
　第３の対の車輪１９ａ、１９ｂは、少なくとも一つの扉の閉鎖位置を強制するように構
成された手段に回転可能に接続されている。
【００５２】
　このような手段は、Ｖ字状のリンク機構２６によって構成されており、その第１の端部
２３ａが第３の対の車輪１９ａ、１９ｂに対して旋回され、第２の対の車輪１８ａ、１８
ｂ側にあるその頂点が平板４に対して旋回される。
【００５３】
　リンク機構２６の第２の端部２３ｂは、他端で平板４に連結されたスプリング２４等の
弾性的に伸長可能な要素に係合されている。
【００５４】
　扉が閉状態にあるとき、スプリング２４は開放されている。
【００５５】
　リンク機構２６の頂点と第２の端部２３ｂの間には、少なくとも一つのスプリング２４
と同じ方向に沿った一方向性ブレーキまたはアクチュエータ２５が係合されており、その
機能は、面一状態で再配置する間の扉の動きを遅くし、突然の閉鎖動作を抑制するように
、扉の閉鎖時にのみ働くものである。
【００５６】
　実際に、本発明は、意図した目標および目的を完全に達成し、閉鎖時に扉の面一性を実
現すると共に、開放時に家具の両側でその重複を可能にし、これはいずれも２つの扉それ
ぞれの単純な引っ張りによって行われる、スライドドアに適用される装置が得られ、本装
置は、構造が単純で、保守が容易であり、少ない部品から成ることが分かった。
【００５７】
　さらに、本装置は、２つのＴ字型ガイドの頭部とのスライド可能な係合によるその相互
接続のおかげで、その両者が扉の重量を支持できるようにして扉の最適な動作を可能にす
る車輪の対を用いる。このような動作は、同時に安全かつ安定しているため、偶発的分離
が起きないようにする。
【００５８】
　さらに、装置の寸法と重量が抑制されるので、それは、低コストで製造し、摩擦と多方
向への自由な動きを抑制し、扉の動作とスライドを最適化することができる。
【００５９】
　当然ながら、使用される材料、並びに本発明の個々の構成要素を構成する寸法は、特定
の要件に対してより適切なものであってもよい。
【００６０】
　特定の異なる機能をもたらす種々の手段は、図示された実施形態において共存するもの
ではないが、それらは図示されていなくても、多くの実施形態においてそれ自体で存在し
てもよい。
【００６１】
　また、有利、便利または類似であるとして示された特性は、除外しても、または同等の
特性により置換してもよい。
【００６２】
　本出願が優先権を主張するイタリア国特許出願第２０１１Ａ００００７０号明細書の開
示は、参照により本明細書に組み込まれている。
【００６３】
　請求項に記載された技術的特徴に参照符号が付いている場合、それらの参照符号は、請
求項の理解を容易にするためだけに入れられているので、そのような参照符号による例示
によって指定される各要素の解釈に、そのような参照符号はいかなる限定的影響も及ぼさ
ない。
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